
 

1 

○
文
部
科
学
省
令
第 

 
 

号 
 

国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五

十
一
号
）
第
四
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の

体
制
の
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年 

 
月 

 
 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
部
科
学
大
臣 

盛
山 

正
仁 

  
 

 

国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令 

国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「

対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

  



 

2 

  
 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
認
定
の
基
準
） 

第
二
条 

[
略]

 

２
～
４ 

[
略]

 

５ 

法
第
四
条
第
三
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
号
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
大
学
の
運
営
体
制
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

大
学
の
教
育
研
究
活
動
、
国
内
外
の
大
学
の
経
営
、
大
学
に
お
け
る
国
際

化
の
推
進
、
大
学
の
研
究
成
果
の
活
用
、
大
学
に
関
す
る
法
律
及
び
会
計
そ

の
他
の
大
学
の
運
営
に
関
連
す
る
事
項
に
関
し
、
学
識
経
験
又
は
実
務
経
験

を
有
す
る
者
そ
の
他
の
大
学
の
運
営
に
関
す
る
多
様
な
知
識
及
び
能
力
を
有

す
る
者
を
構
成
員
と
す
る
合
議
制
の
機
関
が
設
置
さ
れ
、
当
該
合
議
制
の
機

関
が
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
こ
と
。 

  
 

イ 

国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
計
画
の
作
成
又
は
変
更
に
関
す

る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
申
請
大
学
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
の
議
決 

 
 

ロ 

国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
計
画
に
関
す
る
業
務
の
執
行
の

状
況
の
監
督 

 

二 
[

略]
 

６
～
７ 

[

略]
 

（
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
認
定
の
基
準
） 

第
二
条 
[

同
上]

 

２
～
４ 

[

同
上]

 

５ 

法
第
四
条
第
三
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
号
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
大
学
の
運
営
体
制
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

大
学
の
教
育
研
究
活
動
、
国
内
外
の
大
学
の
経
営
、
大
学
に
お
け
る
国
際

化
の
推
進
、
大
学
の
研
究
成
果
の
活
用
、
大
学
に
関
す
る
法
律
及
び
会
計
そ

の
他
の
大
学
の
運
営
に
関
連
す
る
事
項
に
関
し
、
学
識
経
験
又
は
実
務
経
験

を
有
す
る
者
そ
の
他
の
大
学
の
運
営
に
関
す
る
多
様
な
知
識
及
び
能
力
を
有

す
る
者
の
参
画
す
る
合
議
制
の
機
関
が
設
置
さ
れ
、
当
該
合
議
制
の
機
関
が

法
人
代
表
者
の
選
任
及
び
解
任
そ
の
他
の
当
該
申
請
大
学
の
運
営
に
関
す
る

重
要
事
項
を
議
決
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

[

号
の
細
分
を
加
え
る
。]

 

 

[

号
の
細
分
を
加
え
る
。]

 

  

二 
[

同
上]

 

６
～
７ 

[

同
上]

 

備
考 

表
中
の[
 

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 




